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こん どう のり お

近 藤 則 夫

は じ め に

インドは独立後，ジャワハルラール・ネルーとそ

の娘のインディラ・ガンディー国民会議派政権の時

代，「社会主義型社会」イデオロギーに基づき「５

カ年計画」に沿って経済開発を行った。これは輸入

代替工業化戦略であるが，そこにおいては政府部門

が大きな役割を果たした。この開発戦略に沿って公

共部門が拡張され経済活動において徐々に主導的役

割を果たすよう期待された。一方，民間企業の投資

などの活動は厳しい許認可制度によって政府の望む

方向に誘導されることとなった。このような体制は

「ライセンス支配」といわれる極めて硬直的な許認

可体制を生み出し，民間部門の活力を削ぎ，一方，

公企業は期待された成果を生み出せなかった。１９８０

年代までこの開発体制は緩慢な成長しか達成できず，

様々な歪みを露呈し，結局９１年に構造改革，自由化

に転換する。その後１９９０年代前半は調整のため成長

はかえって鈍化したが，その後加速していく気配を

みせ，２００３年以降は約８パーセント台の成長率を達

成している。

この成長の軌跡はインドを全体としてとらえたも

のである。しかし，１１億を超える人口を擁し，大き

な地方差を抱えるインドの軌跡を平均値で語るには

大きな無理がある。インドは連邦制をとり，政府は

中央と州と２層からなるが，１９９１年の自由化以前も

以後も州間の格差は非常に大きい。なぜ，ある州は

多くの公共部門や民間部門の投資を呼び込むことに

成功し迅速な成長をとげることができたのに，ほか

の州はそれができなかったのか。このような疑問に

答えるためには当然，州を焦点にすえた研究が必要

となる。それを行ったのが本書である。

Ⅰ

まず論旨を要約するが，本書の構成は以下のとお

りである。

第Ⅰ部 序説と理論的フレームワーク

第１章 開発で失敗と成功がなぜ起こるかとい

う難問

第２章 多くの中心を持つ階統制の理論

第Ⅱ部 全国レベルの分析

第３章 中央国家の分解

第Ⅲ部 下位国家の様々な差異を位置づける

第４章 指令的国家に対する地方の戦略

第５章 開発のアクターとしての下位国家

第６章 分裂した忠誠心──様々な地方政治──

第７章 強いものの武器──地方におけるビジ

ネスの対応──

第Ⅳ部 比較展望におけるインド

第８章 モデルの比較拡大適用

第９章 結論──指令国家における状況と経済

開発──

最初に１９９１年までのインドは中央集権的指令経済

体制であったが故に，経済開発に失敗したとの通常

の見方が紹介される。これに対して著者は，確かに

中央政府の経済政策は指令的であったが，インドの

ような広大な国家でしかも民主主義体制をとってい

る国においては，中央政府が指令的政策をとろうと

も，州政府はそのような指令をかいくぐって開発を

主導することができたとする。よって中央政府のみ

に焦点を絞る従来の研究は不十分で，中央と州の相

互作用を組み込んだ分析が必要と主張する。

経済開発における国家の役割を考える見方として

は，新古典派，公共選択学派，国家主義学派の見方

があるが，これらは国家を単一の「リヴァイアサン」

Aseema Sinha,

The Regional Roots of Devel-
opmental Politics in India :
A Divided Leviathan.

Bloomington and Indianapolis :

Indiana University Press, 2005, xxiii+357pp.

書 評

82 『アジア経済』XLIX−１（２００８．１）



ととらえ，トップダウン的な認識に基づき下位の政

府の役割を軽視する。しかし，実際は下位政府，す

なわちインドの場合，州が決定的に重要な役割を果

たす。州は単一の階統制的政策決定のなかにおかれ

ているのではなく，多層的なアクターと制度によっ

て特徴づけられる「多極構造」（Polyarchies）のな

かに位置づけられ，その政策は一方で，国の規制を

甘受しつつそれに対処し，他方で下位関連団体，と

りわけ選挙民からの要求に対処するという複合的な

「２レベル・ゲーム」の状況の下で形成される。そ

こでは以下の２つの仮説が導かれる。

仮説１──州の選挙民が政治的に反中央的行動より

も，中央からの利益の移転に関心があれば，州統

治者は中央に対して交渉と，正和ゲーム（positive

−sum game）戦略を追求する。これは（中央政府

が許認可を握る）投資をその州に向かわせる。

仮説２──州の選挙民が，地方の民族主義運動の遺

産として反中央的な州統治者の振る舞いを支持す

る場合，州統治者は対選挙民と対中央の２つのゲ

ームで行動の誘因が異なるため中央とはゼロサム

的対立戦略をとり，結果として（中央政府が許認

可を握る）投資はその州には向かわない。

これらの仮説の含意は，州エリートと有権者の間

の「水平ゲーム」，および州エリートと中央政府と

の「垂直ゲーム」の２つのゲームが，違った方向を

向く場合，州エリートは政治上最適であるが経済的

には次善の選択を行う場合があるということである。

また著者は政策の信頼性，不確実性，情報の非対称

性が垂直ゲームにおける投資誘致政策などで重要で

あるとする。これに関して以下の２つの仮説を導く。

仮説３──中央政府の政策に信頼性がない場合でも，

もし州が州独自のメカニズムでそのような信頼性

の不足を補うことができれば，投資者はその州で

プロジェクトを迅速に実施する。反対にそのよう

なメカニズムがない場合，投資は進まない。

仮説４──中央政府が経済政策を独占するような場

合でも，州の機関は中央の規則や州の状況につい

ての情報を知らしめることで重要な役割を果たし

うる。これにより情報供給を補い，上位レベルに

おける情報の硬直性を補うことができる。

Ⅱ

以上の４つの仮説におけるアクターは，中央政府，

州政府，企業である。仮説の検証が以下の作業とな

るが，そのために本書で取り上げた州は，独立当時

の経済状況に大きな差異がなく，同じく発展の可能

性があると考えられたグジャラート，西ベンガル，

そしてタミル・ナードゥの３州であった。

仮説の検証に進む前に，まず，１９９１年までの指令

体制におけるライセンス制度の内部過程を理解する

必要がある。確かに州政府には中央のマクロな政策

に「拒否権」はないが，許認可過程は州政府も含む

様々な機関の合同決定過程の連鎖であり，詳細にみ

ると多くの「選択点」（choice points）を含む。そし

てそのような選択点を通じて州政府も影響を与える

ことができ，その意味で「穴だらけ」（porous）で

ある。州政府は５カ年計画の策定に関する国家開発

協議会や州与党の政治的圧力などを通じて影響力を

発揮できるし，政策形成やライセンス発行における

諸委員会に参加する場合もある。また，民間資本を

して自分の州に応募させたり，中央政府のライセン

ス発行後は確実に投資が実現するように補助するな

ど，多くの機会＝選択点に介入でき，大きな影響力

を発揮できるのである。１９９１年の自由化以降は中央

政府の拒否権の範囲は狭くなっており，相対的に選

択点の範囲は増えている。特に，１９９６年以降は中央

政府でも州レベルの政党の連合政権が常態になりつ

つあり，そのようないわば政府の地域分散化は，州

政府が介入できる選択点の範囲をさらに広げた。

以上の実態をふまえて著者は次に州レベルの分析

を行い上のモデルを検証する。３つの州のうち，投

資の誘致，ひいては経済発展で最も成功したのはグ

ジャラート州である。その用いた戦略は行政的，政

治的な様々なレベルにおける交渉を主とする「迂回」

戦術である。州政府は中央政府の重要な省と様々な

レベル，特に官僚レベルにおける接触を確立し，同

州向けの投資案件への対応を積極的かつ，迅速に行

う体制を整えた。例えばデリーに１９６０年代から出張

所を置いて中央政府の動向を素早くキャッチし対応
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できる態勢を整えた。また，州投資公社が民間案件

のライセンス取得の代行を行ったり，純粋な民間の

投資案件としてライセンスを得ることが難しい場合

などそれを政府とのジョイント・セクター案件とし

て成立させたりした。また，州貿易公社の設立，イ

ンフラの整備などを行い積極的な誘致政策をとった。

このような政策は政権が交代しても継続的に行われ

産業界の信頼を得た。これは，いわば中央の規制を

組織的に迂回する戦術であった。１９９１年以降の自由

化の時代に入ると中央政府の規制がゆるんだ分だけ

迂回戦略は必要なくなったが，その時期までに形成

された，民間資本を呼び込みその要請に応じて迅速

に対処する公的機関の能力はその後大いに役立つこ

とになる。

これに対して西ベンガル州は中央政府に対抗して

「党派的対立」戦術を選んだ。特に１９９７年以降政権

についているインド共産党（マルクス主義）を中心

とする左翼戦線政府は選挙民の反中央感情に依拠し

て政権を維持するため反中央色を鮮明にする戦略を

とった。これは州議会選挙で勝利し続けるという意

味で成功であったといえる。しかしそのような戦略

をとったために，グジャラートのように制度的に投

資を呼び入れる体制はまったく不十分で，産業界の

信頼性も低かった。しかし，１９８０年代後半以降中央

政府の投資の低下，および，民間資本の敬遠などに

よって，経済基盤が次第に低下するに従って徐々に

方向転換し，９４年以降は積極的に外資も含む民間資

本を誘致するため対立戦術を弱めつつある。

一方，タミル・ナードゥ州の場合は「地域的ポピ

ュリズム」戦略をとった。１９６７年から７７年までドラ

ヴィダ進歩連盟の州政権は地域のドラヴィダ・サブ

・ナショナリズムに依拠する反中央的戦略をとった

が，７０年代の終わり頃からの対立的サブ・ナショナ

リズム感情の後退をうけて，利益がある場合には中

央のインディラ・ガンディー会議派政権と協力する

機会主義的連合戦略をとるにいたった。いわば，上

の２州の中間的な例といえる。１９９１年以降は投資提

案を迅速に実行する機関を設立するなど制度上の革

新を行っている。

Ⅲ

以上の３州で対照的な戦略がとられた大きな理由

は，政権党がどのような支持基盤を持ち，州がどの

ような経済状況のなかにおかれていたかという点に

あった。グジャラートでは海外移民などを通じて海

外との接触の経験が豊富で，また，職人や商人階層

など企業家層の発展があった。さらに農民カースト

であるパティダールやクンビーが産業資本家に転換

し，与党の要職を占めた。これにより資本主義的発

展の方向性が定まった。また，これらのカーストの

社会的支配性からそのような方向性に対抗する労働

者や反中央的社会集団の成長が押しとどめられ，大

衆も企業家的州が与える便益を期待して成長戦略を

支持した。これには１９６０年の州の分割でボンベイを

失ったことも関係する。グジャラートは分割後ボン

ベイやカルカッタから資本を招き入れる方向性をは

っきりさせる。また他の２州のように反中央感情の

基礎となる地域サブ・ナショナリズムは強くなかっ

た。このような構図は一旦できあがった後は，下層

民のより広い政治参加が起こった後でも持続した。

一方，西ベンガルでは伝統的カーストである，バ

ラモン，カヤスタ，ヴァイシャからなるバドゥラロ

ク（Bhadralok）エリートがどの主要政党でも支配

的な位置を占めていた。彼らは文化的，政治的支配

階層であるが，近代に入ってからは農村の生産基盤

から遠ざかり，かといって産業部門の利益とも密接

な接点を持たなかった。一方，カルカッタは伝統的

な工業都市であったが，資本家層は外部のマルワー

リー・カーストのビルラー財閥などが主であって，

また，近郊には工業化を争うようなライバルはなく，

資本主義的成長を積極的に政党に投影しようとする

階層はいなかった。また，古くからの工業都市で，

公共部門の投資も初期には盛んで，労働者階級の成

長と階級運動の成長があった。ベンガルの反中央的

サブ・ナショナリズムの政治文化環境のなかで，以

上のような生産よりも保護を指向する階級政治に依

拠して左翼的政党の成長と政権獲得があり，反中央

的姿勢が明確になっていった。
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タミル・ナードゥ州のドラヴィダ進歩連盟および

全インド・アンナ・ドラヴィダ進歩連盟は基本的に

は地域の反北インド，反中央などの大衆感情に基づ

くドラヴィダ・サブ・ナショナリズムに依拠して成

長してきた政党で，中産階級や大衆を支持基盤とし

ている。そのため政策はポピュリズムに重点が置か

れる傾向が強く，工業化を指向する方向性は初期に

は強くはなかった。しかしサブ・ナショナリズムが

急進性を減じ反中央感情が弱まると，中央との機会

主義的ではあるが一定の政治的連携が発展し，一方

カルナータカ州など経済的ライバルが近隣で成長す

るにつれて，徐々に制度を整備し，投資を積極的に

呼び込むよう政策を変化させた。

以上のように，主に１９９１年までの指令経済体制下

の３州の分析を通じて，著者は上述した４つの仮説

モデルの正しさを主張する。その上で中央政府の制

約に対抗する発展戦略は州ごとに大きく違い，イン

ドの開発国家モデルは単一なものというよりも地域

的に分節（segmented）された「リヴァイアサン」

であったとするのである。そして著者は最後にこの

ようなインドをベースとしたモデルを一般化すべく，

ロシア，中国，ブラジルの例を検討する。

Ⅳ

以上の要約で明らかなように，本書の最大の貢献

は，今まで連邦制，または，より一般化して言えば

巨大で複雑な国家における下位国家，すなわちイン

ドで言えば州政府が経済政策において決定的な役割

を果たすことを実証し理論的に整理したことである。

連邦制をとるインドにおいては中央と州の政治経済

関係は重要な争点である。中央政府レベルでは１９６９

年の「行政改革委員会」の報告書や８７年に提出され

た「中央・州関係委員会」（通称「サルカリア委員

会」）で包括的な検討が加えられた。また，中央・

州関係はインド現代政治の重要な一部分であること

から，多くの研究者に分析されている。しかしなが

ら著者のように州政府の戦略的能力が投資誘致実績

に大きく影響するということを，州間の比較におい

て多くの具体例で説得力を持って実証的に示した研

究はほとんどない（注１）。本書の中心的貢献はおそら

くこの点になるのでないかと思われる。そのような

実証を基にしての理論化も評価されるべきであろう。

ただし，数多くある州のうち特定の３州の事例をベ

ースとしての理論化の限界も指摘される。

著者の理論的大枠は，中央政府の許認可規制のフ

レームワーク内で，中央政府と州政府の間の「垂直

ゲーム」が州政府と州の有権者の間の「水平ゲーム」

によって規定されつつ行われるというものである。

すなわち，説明変数は「中央政府の許認可規制」と

「州と有権者の間の水平ゲーム」で，被説明変数は

「中央政府と州政府の間の垂直ゲーム」である。説

明変数の「州と有権者の間の水平ゲーム」はさらに

３つの変数に分解される。それは「支配集団が資本

主義的開発を指向する企業家的性格を持つか否か」，

「経済的競争地域が近郊に存在するか否か」，そし

て「反中央のサブ・ナショナリズムが存在するかど

うか」，である。この３つを代入すれば，主要な独

立変数は４つとなり，それらが垂直ゲームを説明す

るということになる。

４つの説明変数のうち「中央政府の許認可規制」

は１９９１年までほぼ同じであるので，同期間中は水平

ゲームの３つの変数によって，垂直ゲームが説明さ

れることになる。著者の論理によると，垂直ゲーム

において州政府が戦略的能力を発揮して「穴だらけ

の」中央政府の許認可システムや公共投資メカニズ

ムから州に積極的に投資を呼び込むのは，州の「支

配集団が資本主義的開発を指向する企業家的性格を

持ち」，かつ，「経済的競争地域が近郊に存在し」，

かつ，「反中央のサブ・ナショナリズムが存在しな

い」場合である。この３つの条件がすべて満たされ

なければならない。本書の場合，当てはまるのはグ

ジャラート州と，やや弱いが１９８０年代後半以降のタ

ミル・ナードゥ州である。３つの条件のうち，ひと

つでも欠けると，積極的に投資を呼び込もうとする

州政府というのは成立しない，という。

インドの州の実態をみるときこれは一定の説得力

を持つと思われる。特に「反中央のサブ・ナショナ

リズム」という説明変数は比較的に明白である。し

かし，他の２つの説明変数の状態を特定するのはそ
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れほど簡単ではない。「経済的競争地域が近郊に存

在」するかどうか，というのは一見明白な変数かも

しれないが，「地域」の範囲をどこまで広げるかに

よる。例えばカルカッタ（＝現在の「コルカタ」）

の場合，確かに隣接州まで広げても明白な競争相手

はいないが，チェンナイ（＝旧「マドラス」）やデ

リーまで地域概念を拡大すればそうは言えない。

また，「支配集団が資本主義的開発を指向する企

業家的性格を持つ」かどうかを特定するのはさらに

難しい。本書の３つの州の比較の場合は，州間のコ

ントラストが明確なので「支配集団が資本主義的開

発を指向する企業家的性格を持つ」かどうか相対的

に特定しやすいが，他の州では非常に難しいものに

なる。例えばデリーに隣接するウッタル・プラデー

シュ州の場合，「経済的競争地域が近郊に存在し」，

かつ，「反中央のサブ・ナショナリズムが存在しな

い」と，２つの条件は満たす。しかし，「支配集団

が資本主義的開発を指向する企業家的性格を持つ」

かどうかは判断が非常に難しく，そのため，本書の

理論が適用できる例であるのかどうか決めることは

難しい。同州は１９８０年代まで大部分会議派州政権の

下にあり，親中央州であった。評者の観察では１９８０

年代までの会議派州指導部がすべて開発を指向する

企業家精神に欠けていたとは思われない。例えば，

N. D.ティワーリー（N. D. Tewari）州首相などは比

較的有能で誘致に積極的であった。問題はそのよう

な有能さを継続的に発揮できない政治構造が州政府

の外部に存在したか，または，インフラなど経済状

況が極端に悪く，３つの条件を満たした場合でもな

お，投資，特に民間投資にとって魅力的でなかった

か，いずれかであろう。

以上は独立変数として上の２つが不適切であると

いうことではなく，特定が難しいということである。

さらに，より説明力を上げるためには説明変数の数

を増せばよいが，しかし，どのような説明変数を追

加すればよいかという問題がある。評者としては本

書で提示された説明変数のセットで一定の説明力を

持つことをまずは評価したい。

Ⅴ

その他，評者が気になったのは，著者が大企業を

どうとらえているか，という点である。というのは，

インドが「社会主義型社会」を標榜していた時期の

最も厳しい規制の対象は理念的には財閥など，大企

業であった。しかし，よく知られていることである

が，許認可制度が「穴だらけ」のせいで多くの大企

業は規制をかいくぐり，むしろライバル企業を押さ

える道具として制度を利用した［Kochanek１９７４］。

著者も指摘しているように大企業は必要とあればそ

の影響力によって州政府の力を借りなくても，比較

的に自由にライセンス制度をかいくぐれた。したが

って大企業については著者の理論の適用性はかなり

低い。民間投資の重要な部分を占める大企業の投資

活動について著者の理論の有効性が低いならば，理

論の一般性という点で評価が限定的にならざるを得

ないであろう。

また，州政治の叙述で気になったのは，西ベンガ

ルの左翼戦線政府の支持基盤の分析についてである。

１９９０年代までの左翼戦線の支持基盤は都市部よりも

むしろ農村，農業労働者にあった。左翼政党は農村

下層民から開発のための自治体であるパンチャーヤ

ット制度などを通じて支持を得ていた。左翼戦線政

府が投資誘致実績などをあまり気にせず反中央でい

られたのもその支持基盤を農村部に大きく依存して

いたからである。この点において州政府は「反中央」

という姿勢を戦術的に自己の裁量において利用でき

たのではないかと思われる。つまり，確かにベンガ

ルには伝統的な反中央的政治文化があるが，それを

増幅したのは左翼戦線州政府自身で，州政府の戦術

の一部であった。西ベンガル州の反中央的サブ・ナ

ショナリズムというのは，かなりの程度，独立の説

明変数ではなくて内生変数であることを認識する必

要性がある。その証拠に２００４年以降，会議派を中心

とする連合政権が成立すると左翼政党は政権を支持

しその反中央キャンペーンを弱めた。会議派支持が

インド人民党政権を成立させないという消極的理由

からとはいえ，反中央という姿勢がベンガルの政治
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文化にのみ基づくもので，政党の戦略とは独立した

ものと考えると「州政権」の姿勢の変化は説明が難

しくなる。

以上，批判的書評を試みた。しかし，１９９１年以降，

州の間で投資誘致競争が激化したとき，グジャラー

トが外資を含む民間投資を誘致する上で極めてよい

実績をあげることができたのもそれ以前にすでにグ

ジャラートが投資誘致を積極的に行う意志を持ち，

かつ，必要なノウハウを持った機関，制度，公的部

門の人材を持っていたことなどを，説得的に実証し

ており，本書は有用なものとなっている。また，３

州の比較分析を的確に行うだけでも大変な作業であ

り，本書は州の経済政策の比較政治経済学として読

むべきものとなっている。

最後に，著者であるアシーマ・シンハはウィスコ

ンシン・マディソン大学の政治学部助教授（Assis-

tant Professor）で，本書はアメリカの諸大学のコン

ソーシアムである「米国インド研究所」のインド社

会科学分野における“Joseph W. Elder”賞を受賞

していることを申し添えておきたい。

（注１）１９９１年の自由化後の投資と連邦制度を論

じたものとしてSaez（２００２，Chapter 5）がある。
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